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序 文 

 
米国、日本を含む 12 カ国が 2016 年 2 月 4 日に環太平洋経済連携協定（TPP）に署名を

しました。協定域内の国内総生産（GDP）は世界の約４割にあたる 3,100 兆円（2014 年）

と、世界最大規模の自由貿易協定（FTA）となります。日本政府はＴＰＰによる日本のＧＤ

Ｐの押し上げ効果を 14 兆円と試算しています。ＴＰＰにより、国境を越え、地球規模にヒ

ト、モノ、カネ が活発に移動するグローバリゼーションが更に加速し、輸出産業を中心に

大きな恩恵をもたらすことが期待されます。 

一方でグローバリゼーションの進行は、環境破壊、格差や貧困、国内産業の空洞化など 

社会的課題をより深刻化させ、企業が社会に与える影響や果たすべき役割も変化してきて 

います。日々の企業活動の中で、社会的課題に配慮し、課題解決のために取り組んでいく 

姿勢が強く求められています。 

持続可能な社会を実現するために、株主・投資家や顧客、取引先、従業員、地域社会など

の社内外のステークホルダーとの対話を深めながら、自社の特徴を理解した上で、優先すべ

き課題を見つけ、活動することが肝要です。 

とりわけ、企業の事業が海外へと広がる中では、グローバルな視点と高い倫理観をもった

自発的活動により、国際社会との良好な関係を保ち、信頼される存在であり続けることが 

重要となります。 

 このような状況の中で、平成２７年度の研究会テーマとして「油脂産業におけるＣＳＲ経

営」を研究課題に設定しました。本課題に対し、業界各社から参加された研究会メンバー

が、約１年をかけて検討を重ね、その成果としてこの報告書を作成しました。 

 この報告書が油脂産業に携わっている業界だけでなく、日本の各産業に携わる方々に、 

ＣＳＲ経営について考えていただくきっかけになれば幸いです。 

 

 
平成２８年３月 

一般財団法人 油脂工業会館 

                               理事長 大池 弘一 
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第 1 章 はじめに 

  

2015 年は、企業経営に対して大きな影響を及ぼす、世界的な目標が設定された。 

 

 １つは、「パリ協定」の採択である。第２１回国連気候変動枠組み条約締約国会議（COP21）

に参加した 196 カ国の代表が、石炭、石油、天然ガスからの本格的なエネルギーシフトを通

じて、ゼロ炭素社会に向けた画期的な協定に合意した。 

 もう１つは、地球社会全体の目標である「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」への合意で 

ある。９月の国連総会で正式に採択され、貧困や環境など 17 の目標と 169 項目の具体的な達

成基準が盛り込まれ、2030 年の新たな国際目標となった。気候変動対策、持続可能なエネル

ギーの利用拡大、海洋資源の保護など、先進国で取り組む対策も多く含まれている。 

 

 これらの新しい目標の達成への過程において、生活様式は大きく変化し、市民の生活は 

さまざまな影響を受けることになるだろう。また、途上国の経済発展や人口増加に伴い、 

エネルギーや食料などの資源の需給バランスが大きく変化することが予想できる。 

このような環境変化の過程において、市民の衛生的でかつ健康的な生活の維持・向上など、

これまで油脂産業が果たしてきた社会的責任を、今後も持続的に果たすことができるだろう

か。 

 

 本研究会では、2050 年における油脂産業をとりまく社会環境を整理した上で、ＣＳＲ経営

の視点を持ち、今から取り組むべき課題を抽出し、これらの解決に向けて提言ができるよう、

約１年をかけて解決に向けた可能性を検討してきた。本報告書を通じて、喫緊の課題は重要

でかつ大規模であることを認識していただき、解決のためには油脂産業界だけでなく、政府

や自治体、あるいは民間企業やその他のセクターとの連携が極めて重要との認識を深めてい

ただければ幸いである。 
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第２章 ＣＳＲの潮流 

 

２-１ 日本企業のＣＳＲの変遷 

 2003 年は日本の「ＣＳＲ元年」と言われている。世界的な規格・ガイドラインなどが公表

され、日本企業が一斉にＣＳＲ活動の取り組み強化を開始した年だからである。 

2003 年以前にもＣＳＲ活動は行なわれていたが、環境対応、法令順守や社会貢献が主たるも

のであった。 

 この背景として、環境対応では 1960 年代の公害問題や 1990 年代に顕在化した地球環境

問題であり、法令順守では公害問題から始まる 1970 年代や 1990 年代の企業不祥事であり、

社会貢献では 1980 年代のバブル予兆期に本業と直接関係のない学術、芸術、福祉などの分

野で助成を通じた社会貢献活動の活発化といった歴史的な経緯を持つ。 

2000 年に、国際的な企業行動原則である 国連「グローバル・コンパクト」の 10 原則や国際

ＮＰＯのＧＲＩ（Global Reporting Initiative）による「持続可能性報告書ガイドライン（第

１版）」が公表された。これを機に日本企業には人権、労働、腐敗防止など「社会の持続可能

性」をも課題とするグローバル基準のＣＳＲが求められるようになった。 

 「グローバル・コンパクト」などが提案されたのは、環境保全、人権問題、女性の地位向

上、貧困対策など人類が直面する社会的課題に対して、国家・行政の枠組みだけの対応では

限界があり、企業や市民などのあらゆる分野の階層が、それぞれに責任意識をもって取り組

むことが必要になったことが理由である。なかでも組織力と資金力を持つ企業への期待は以

前にも増して高まっている。 

 企業が社会的課題への配慮を怠ると、厳しい非難を受けることになる。例えば、国際ＮＰ

Ｏは、インドネシアを中心とする大規模なパーム油生産が、熱帯雨林と生態系の破壊に繋が

っているとして、パーム油を調達する企業を非難した。これを受けて、ユニリーバなどの欧

米企業は、世界自然保護基金（ＷＷＦ）などと持続可能なパーム油のための円卓会議（ＲＳ

ＰＯ）を立ち上げ、社会や環境への影響に配慮したパーム油を調達するようになった。 

 日本企業では、2003 年に株式会社リコーを筆頭に先進的な企業がＣＳＲ部・室を設置して

ＣＳＲ活動の取り組みの強化を始めた。日本のＣＳＲ元年と言われる所以である。 

2010 年にＣＳＲの国際規格である ISO26000「社会的責任に関する手引き」が発行された。

これにより、日本企業にとってＣＳＲ活動の目的がより明確となった。 

 

 

 
図２-１ 日本企業のＣＳＲの変遷 
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２-２ 「ISO26000」とは 

 ISO26000 は企業だけではなく、すべての組織を対象とした「社会的責任に関する手引き」

である。先進国から発展途上国まで含めた国際的な場で複数のステークホルダーによって議

論され、開発された国際的ガイドラインである。 

 経済のグローバル化により生じた社会的課題を解決するためには、企業単独ではなく、

関係する様々なステークホルダーと連携する必要がある。そのためには ISO26000 は有用な

ツールである。 

 

 ISO26000 を参考にした取り組みを開始する上で、社会においてどのような課題が存在する

かの確認が重要である。ISO26000 では、まず組織が社会的責任として取り組むべき中核的な

課題として、７つの「中核主題」を設定している。 

 その中核主題は、「組織統治」、「人権」、「労働慣行」、「環境」、「公正な事業慣行」、「消費者

課題」、「コミュニティへの参画及びコミュニティの発展」である。また、その中核主題に対

して複数（４から８）の細分化された課題が設定されており、合計 36 個の課題としている。 

 ７つの中核主題自体は、従来から ＣＳＲの取り組みの柱とされてきたもので、大枠として

は既に多くの企業で取り組まれている。しかし、各課題については、テーマが幅広く網羅さ

れており、これら全てを充足する必要はないが、もし充足しようとすれば、相当の取り組み

強化が必要になると想定される。特に、中核主題「環境」における「生物多様性」、また、中

核主題「公正な事業慣行」における「バリューチェーンにおける社会的責任の推進」など、

先進的企業では手掛けられてはいるものの、多くの日本企業では未だ取り組みが不十分な項

目も散見できる。 

 

 

 

 

図２-２ ７つの中核主題 

（参考資料：「やさしい社会的責任－ISO 26000 と中小企業の実例 解説編」をもとに作
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そもそも社会的責任を果たすことは、組織にとってどのようなメリットがあるのか。 

ISO26000 は、序文の中で組織の社会的責任の認識およびその取り組み状況が、次の事項を良

い方向へと変えることができ、組織を維持・向上させていく上で効果的なものである。 

 

─ 競争上の優位性 

─ 組織の評判 

─ 労働者又は構成員、顧客、取引先又は使用者を引き付け、留めておく能力 

─ 従業員のモラル、コミットメント及び生産性の維持 

─ 投資家、資金寄与者、スポンサー及び金融界の見解 

─ 会社、政府、メディア、供給業者、同業者、顧客および組織が活動するコミュニティ 

との関係 

 

 「国際的な企業活動におけるＣＳＲ（企業の社会的責任）の課題とそのマネジメントに関

する調査」（平成２６年５月 経済産業省）によれば、企業のサステナビリティレポートにお

いて約70％の日本企業がISO26000を参照しているとされ、普及率も他国に比べて高い。 

また、「日本企業のＣＳＲ」（平成２２年 経済同友会）の調査結果によれば、海外売上比率

が比較的高い企業ほど、積極的にISO26000を参照するとした企業の割合が高い。これは、海

外へ進出している企業ほどステークホルダーの範囲も広がり、国際的な課題に直面する機会

が多いため、よりISO26000を意識するようになったことが要因と考えられる。近年は規模に

かかわらず企業のグローバル化が進んでいるため、中小企業においても、海外売上比率が高

くなるに従い、ステークホルダーからの要望で、ISO26000を意識する機会が増えていくと予

想される。 

 ISO26000 は、企業にとってＣＳＲについて考える、または考え直すきっかけを与えるもの

となる。企業のＣＳＲの取り組みレベルは様々であるが、どのようなレベルであっても、

ISO26000 から何らかの指針を見つけることができる。 

 

  図２－３ 組織、そのステークホルダーと社会との関係 

（参考資料：「やさしい社会的責任－ISO 26000 と中小企業の実例 解説編」をもとに作
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２-３ ＣＳＲ経営とは 

２-３-１ ＣＳＲ経営 

 ISO26000 ではＣＳＲを「組織（企業）の決定および活動が社会および環境に及ぼす影響に

対して、組織（企業）が担う責任」と定義している。そして、この責任は以下のような透明

かつ倫理的な行動を通じて果たされるものである。 

 健康及び社会の繁栄を含む持続可能な発展への貢献 

 ステークホルダーの期待に対する配慮 

 関連法令を順守し国際行動規範と整合 

 組織全体に統合され、その組織の関係の中での実践 

 つまり、自社の事業活動が社会や環境に及ぼす影響に関し、ステークホルダーからの期待

や要請を的確に把握したうえで、法令順守のみならず、国際的な規範に沿って対応すること

で、持続可能な社会の実現に向け貢献する活動がＣＳＲである。 

 

 また、ＣＳＲの取り組みは自社だけにとどまるものではない。グローバル化により企業の

サプライチェーンが世界に広がる中、グローバルな社会的課題に関連したリスクも高まって

いる。自社だけでなく、サプライチェーン全体におけるＣＳＲの取り組みも求められている。 

 

 このように、ＣＳＲとはそもそも事業活動と一体のものである。ＣＳＲを経営課題として

捉え、事業活動の中でＣＳＲを実践していくこと、それがＣＳＲ経営であろう。 

 

 ＣＳＲ経営の考え方を概念図として示した一例を紹介する。まず、もっとも土台になるも

のとして、インテグリティ（経営の誠実さ）と企業理念・ビジョンがあり、その上に自らの

社会的責任を果たすための意思決定プロセスを含む広義のコーポレート・ガバナンス（企業

統治）とコンプライアンス（法令順守）がある。これらの「基盤的ＣＳＲ」をベースとして、

ISO26000 で示す社会的課題に対し、企業はプロダクトとプロセスの両面において対応をして

いるものである。 

 

 

図２－４ ＣＳＲ経営の概念図 

（出所：「ＣＳＲ経営パーフェクトガイド」をもとに作成） 
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２-３-２ ＣＳＶ（Creating Shared Value) 

 ＣＳＲは「企業の社会的責任」として社会的課題の解決に取り組むことであるが、近年、

社会的課題の解決をビジネス戦略として、競争力強化のためにより積極的に活用するという

新たな動きも広がりつつある。 

 

 2011 年にハーバード大学のマイケル・ポーターが提唱した「共通価値の創造（ＣＳＶ）」 

は、本業を通じて社会的課題の解決に貢献することで、経済的価値と社会的価値を同時に創

造しようとするものである。 

 

ＣＳＶには次の３つのアプローチがある。 

 

① 製品と市場を見直す 

社会的課題を解決する新しい製品やサービスを提供することにより、経済的価値と社会的 

価値の両立をめざし、新しい市場を創造する。 

 

② バリューチェーンの生産性を再定義する 

自社のバリューチェーンを見直し最適化を図りつつ、社会的課題を解決する。資源の有効 

活用、物流の効率化やサプライヤーの支援などが含まれる。 

 

③ 操業地域での事業基盤の創出・強化 

事業活動を行うコミュニティのインフラ整備、公衆衛生の改善、教育への支援などを行 

うことによって、自社の生産性を高めるための産業クラスターを形成する。 

 

 ネスレなどグローバル企業だけでなく、日本企業もさまざまな業種で取り組んでいる。 

 例えば ①の社会的課題を解決する製品やサービスとしては、自動車メーカーの環境負荷

の少ないハイブリッド車、化学メーカーによる防虫剤を練りこんだマラリア予防に効果のあ

る蚊帳などの例がある。②のバリューチェーンの見直しに関しては、飲料メーカーが原料で

ある茶葉の産地の育成事業を行うことで、地域雇用を生み出し、地域の活性化につなげると

同時に高品質な茶葉を安定的に調達できるという取り組みの例がある。③操業地域での事業

基盤の創出・強化に関しては、フィリピンで船員養成学校を運営する海運会社や、製品や原

材料を輸送するため南アフリカで道路や港湾の整備を行った肥料メーカーの例が当てはまる

だろう。 

 

 ポーターとクラマーの 2011 年の論文によれば、企業と企業を取り巻く社会（地域）は相

互に依存しており、企業の競争力の源泉は地域社会の健全性と密接に関係しているが、近

年、企業が一時的な財務利益の最大化をめざすあまりにその活動が社会や環境の危機を招い

ている。しかし、企業はこうした問題を「外部」としてなおざりにし、社会は企業に対して

不信感を持っている。ＣＳＶはこの敵対関係を終結させ、企業と社会を結びつける「新しい

資本主義」だという考え方である。 
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２-３-３ ＣＳＲ経営とＣＳＶ 

 ＣＳＲは自社が社会や環境に及ぼす影響への責任、ＣＳＶは社会的課題の解決をビジネス

戦略として捉える考え方である。しかし、ＣＳＶの３つのアプローチの事例で挙げた取り組

みはまさにＣＳＲの活動であり、ＣＳＶはＣＳＲとは別物ということではない。ＣＳＲは基

本的には自社による社会や環境への影響を軽減、防止するなど、企業が操業するに当たって

必要不可欠な活動であるが、同時に自分たちの強みを発揮して社会的価値を創造していくと

いう、プラスをもたらす活動もＣＳＲである。 

 

 ポーターはＣＳＶとＣＳＲの対比を際立たせるために、米国で主流のフィランソロピー、

慈善活動的な活動をＣＳＲとし、本業の外にある活動とした。しかし、これまで述べてきた

ように、ＣＳＲは本業の外にある活動ではなく、本業を通じて社会的課題への対応を行うも

のである。ＣＳＲもＣＳＶも経営の中に取り込み、事業活動の中で実践するという意味では

同じである。ＣＳＶもＣＳＲ経営の一部と言えるだろう。 

 

 

 

図２-５ ＣＳＶも含めたＣＳＲ経営の概念図 

（出所：「ＣＳＲ経営パーフェクトガイド」をもとに作成） 

 

 どんな企業でもＣＳＲに取り組むことは必須であるが、事業を通じて経済的価値と社会的

価値を同時に実現しようとするＣＳＶはどんな企業でも簡単に取り組めるというものではな

い。それぞれの企業の規模や状況に応じて、ＣＳＶも検討すればよい。 

 責任としてのＣＳＲを着実に実行することに加えて、さらに自社のビジネス特性や地域の

ニーズなど考慮したＣＳＶも合わせて実施できれば、新たな市場や雇用を創出し、経済的価

値と社会的価値を同時に創造することにつながる。このようなＣＳＲ経営が持続可能な社会

の実現に大きな貢献となるのではないだろうか。 
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第３章 日本の油脂産業 

 

３-１ 油脂産業とは 

 油脂産業は、天然の油脂を原料とし、さまざまな製品を作り出す産業である。 

油脂は、パーム油や大豆油などの植物油脂、牛脂や豚脂などの動物油脂があり、化石資源と

違い、本質的に持続可能な原料という特長がある。一方で日本における油脂の入手は、大部

分を海外に依存し、かつ農畜産物が由来のため、天候などの自然環境に大きな影響を受ける。

このため、油脂の多くは国際相場で入手することとなり価格の変動幅が大きいという問題が

ある。 

 油脂を原料として得られる油脂製品には、脂肪酸、グリセリン、脂肪酸エステル、アルコ

ールなどがあり、これらは塗料・インキ、繊維・染色加工、ゴム・プラスチック、紙・パル

プ、鉄鋼・機械金属、土木・建築、農業、石油・燃料、化粧品、医薬品、食品など 幅広い分

野で使用され、産業や我々の生活に大きく関わっている。 

 

 

 

        図３-１ 油脂産業の原料、製品、利用分野 
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３-２ 油脂産業のＣＳＲ 

３-２-１ 日本の油脂産業のＣＳＲ取り組み状況 

日本の油脂企業のＣＳＲ取り組み状況について確認するため、研究会メンバー企業の取り

組みを調査した。加えて、各社が発行しているＣＳＲ/サステナビリティレポートやホーム

ページ上の公開情報を利用し分析した。 

 

環境分野においては、化学産業界の自主的な環境安全活動である Responsible Care 活動

を推進するなど、いずれの企業も生産工程における省エネ活動や、環境負荷低減活動などの

基本的な取り組みを実施している。原材料調達に関しては、持続可能な調達に向け、ＲＳＰ

Ｏに参加している企業も多い。その他、環境分野では次のような取り組みが実施されてい

る。 

① 原材料調達から廃棄までの製品ライフサイクル全体において環境負荷を低減 

② 節水型衣料用洗剤や、セルロースを原料とする増粘剤など環境配慮型製品の開発 

③ 包装容器での環境負荷低減（つめかえ用製品、サトウキビなど再生可能原料の使用など） 

 

社会の分野においても基本的な活動に加えて、各社それぞれが自社の事業活動に関連した

取り組みを行なっている。 

① 口腔衛生啓発活動や手洗い啓発活動など健康な生活習慣づくりのための啓発活動 

② 皮膚に悩みを持つお客様に向け、効果的なメーキャップ方法を紹介するセミナーを開く

など、化粧品メーカーとして自社の事業と関連した社会貢献活動 

③ 次世代を担う子供たち向けに化学実験教室、環境教室などの実施 

 

 環境と社会の両分野において、いずれの企業も事業活動と切り離した形ではなく、自社の

事業活動と関連し、社会課題解決に向けた取り組みがある。 

 

３-２-２ 社会からの評価 

 油脂企業のこうした取り組みに対して社会はどう評価しているだろうか。ＣＳＲに関する

企業の評価については、さまざまな指標やマスコミのランキングなどがある。その代表的な

ものとして、東洋経済新報社が毎年発表しているＣＳＲランキングがあり、2015 年版の上位

30 社は、表３-１の通りである。 

 

 このランキングは、日本の上場企業約 1,300 社を対象にアンケート調査を行い、ＣＳＲ分

野の「人材活用」、「環境」、「企業統治」、「社会性」（消費者対応や、社会貢献活動、ＮＰＯ/

ＮＧＯとの連携など）の４つに「財務」（収益性、安全性、規模）を加え、ＣＳＲと財務の両

方の総合ポイントで評価している。 

上位 30 社には自動車業界、電機業界などの企業が多くランクインしているが、油脂産業の

企業に関しては、４つのＣＳＲ項目のどれかの項目が特にできていないということではなく、

自動車や電機などの業界に比べて全般的に低い評価となっている。上位には海外売上比率の

高い企業が並んでおり、グローバルな事業活動の中でＣＳＲ経営の重要性を強く認識し、取

り組みを進めた結果として高い評価となっているものと考える。 
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表３-１ 東洋経済ＣＳＲランキング 2015 年版 

（出所：「週刊東洋経済」） 

順位 社    名 順位 社    名 

1 富士フイルムホールディングス 16 アサヒグループホールディングス 

2 ＮＴＴドコモ 17 ＪＴ 

3 デンソー 18 ホンダ 

4 富士ゼロックス 19 旭硝子 

5 日産自動車 20 アステラス製薬 

5 コマツ 21 日本電信電話 

7 キヤノン 22 ソニー 

8 トヨタ自動車 23 信越化学工業 

9 ブリヂストン 24 国際石油開発帝石 

10 リコー 25 アイシン精機 

11 味の素 25 東レ 

12 ＮＥＣ 27 花王 

13 ダイキン工業 28 三菱電機 

14 東芝 29 武田薬品工業 

15 ＫＤＤＩ 30 セブン＆アイ・ホールディングス 

 

 

 ＣＳＲの取り組みは、前述の「企業統治」や「人材活用」など、基本的に各企業が個別に

取り組むべきものであるが、テーマにより、業界全体が連携して取り組むことで、より大き

なインパクトを社会に与えられるだろう。 

 ＣＳＲに関して社会からの評価が高まることは自社のレピュテーション向上につながるだ

けでなく、さらに直接的な効果もある。財務だけでなく環境面や社会面も重要な投資判断と

する社会的責任投資（Socially Responsible Investment : ＳＲＩ）インデックスへの組み

入れは、企業の資金調達にも影響してくる。 

 2015 年には、世界最大の年金基金である、日本の年金積立金管理運用独立行政法人 

（ＧＰＩＦ）が国連責任投資原則（Principle of Responsible Investment : ＰＲＩ）に署

名したということが大きなニュースとなった。 機関投資家が、環境、社会、ガバナンス 

（ＥＳＧ）の視点を投資判断に組み込む動きも進んでいる。 
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３-２-３ 海外先進企業の事例 

 海外の油脂企業のＣＳＲの取り組みはどのような状況について、グローバルな油脂企業の

代表であるユニリーバとネスレのホームページなどから確認した。 

 

① ユニリーバ  

 ユニリーバは、オランダ（Unilever N.V.）とイギリス(Unilever PLC)に本拠を置く日用

品、食品を扱うグローバル企業であり、世界の油脂産業の代表的なメーカーである。「環境負

荷を減らし、社会に貢献しながらビジネスを倍に」することをめざし、2010 年には成長とサ

ステナビリティを両立させるビジネスプランとして「サステナブル・リビング・プラン」を

発表し、世界各地で取り組みを続けている。 

 

 
図３-２ ユニリーバ 成長の好循環 

（出所：ユニリーバ・サステナブル・リビング・プラン 2014 レポート） 

 

 ユニリーバの取り組みの特徴としては社会の重要な課題、例えば、森林保全、持続可能な

農業、安全な水と衛生というテーマに対し、さまざまなパートナーと連携しながら、大きな

変化をもたらしていることである。森林保全に関しては、農産物のサプライチェーンから森

林破壊をなくすことをめざし、さまざまな活動を行っている。ＲＳＰＯの設立メンバーであ

り、他のステークホルダーと協働して持続可能なパーム油調達の仕組み作りを推進してい

る。 

 また持続可能な農業においては、小規模農家の支援を行い、低所得コミュニティの生活向

上をはかるとともに、持続可能な農法による生産を働きかけている。 

 安全な水と衛生というテーマにおいては、インドなどの啓発が必要とされている地域で、

現地のパートナーとの連携のもと、石鹸ブランド「ライフボーイ」を使った手洗い啓発プロ

グラムを進めている。 
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② ネスレ 

 ネスレ(Nestlé S.A.)はスイスに本社を置く、世界最大の食品会社であり、ユニリーバと

同じく世界の代表的な油脂企業であり、２-３で取り上げたＣＳＶの実践企業としても有名

である。 

 ネスレは、自社事業に関連する社会的課題を「栄養」「農業・地域開発」「水資源」という

３つのテーマに集約している。テーマ毎の問題を事業、あるいはバリューチェーン・プロセ

スを通じて解決する取り組みを行っている。これがネスレのＣＳＶであるが、この３つのテ

ーマに加え、「環境サステナビリティ」、「人権コンプライアンス」、「人材」を加えた６つの

テーマにつき、コミットメントを行い、その進捗状況を毎年報告している。 

 

図３-３ ネスレの６つのテーマ 

（出所：ネスレ日本 ホームページ） 

 

 代表的な取り組みとしては、世界のカカオ農家支援プラン「ネスレ カカオプラン」を

2009 年から実施している。農家に対して技術支援などで持続可能なカカオ生産をサポート

し、農家の生活向上とネスレが購入するカカオの品質改善を進めている。 

 

 ユニリーバやネスレの取り組みに共通しているのは、資源など世界にとっての重要な課題

に対して、政府やＮＧＯ、さまざまなステークホルダーと連携して新たな仕組みやシステム

を作り上げている点である。 

 日本の油脂企業においても、自社でのＣＳＲの取り組みを推進するのはもちろん、こうし

たステークホルダーと連携することで、持続可能な社会の実現に向け、より大きな貢献がで

きるのではないだろうか。 
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３-３ 「2050 年」の未来予測 

グローバルな油脂企業の代表であるユニリーバやネスレの取り組みに遅れをとっている国

内油脂産業の社会的課題を考える上で、世界と日本はどのように変化し、将来に向かってど

のような問題が起きるのであろうか。ここでは2050年の姿を想定してみる。 

 

【人口問題】 

 世界の人口は、アジア・アフリカを中心に大幅に増加し、2050年には90億人を突破する見

込みである。人口世界一の中国は、インドにその座を譲り、日本と同じく急激な少子高齢化

の影響を受けて、2100年に人口10億人を割る。そして、人口大国として台頭するのは、ナイ

ジェリアやタンザニア、コンゴなどのアフリカ諸国である。 

 上記の予測の後に中国の一人っ子政策が廃止され、人口動態が変化する可能性があるが、

大きな流れに変わりはないと思われる。 

 

 一方、日本の人口は2050年には１億人を割り、9,700万人まで減少する見込みであり、65

歳以上の人口が全体の39％、75歳以上の人口が25％という超高齢社会を迎える。また、15歳

から64歳までの生産年齢人口も、2010年の8,170万人から、2050年に5,000万人を割る水準ま

で減少する。こうした日本の人口減少は、経済・財政面、地域社会に対して大きな影響を及

ぼし、産業や生活の基盤を脆弱化させる。 

 人口減少社会の到来による影響は、地域社会においてより顕著なものとなり、特に我が国

の重要産業であり、地方における基幹産業である農林水産業およびその関連産業に深刻な影

響を与えることになる。加えて、農村部では都市部より早く高齢化や人口減少が進行し、農

業就業者の減少による農地の荒廃や生産基盤の脆弱化が進行する。 

 

 世界の人口増加はマクロ経済的には成長要因となる一方、環境・資源・食料などは、今後

の対応を誤ると問題が深刻化する。 

 

 
 

 
図３-４ 世界／日本の人口推移 （参考資料：UN World Population Prospects） 
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【資源需給の問題】 

 2050年までに世界の人口が90億人を突破し、新興国の経済力が高まることを背景に、2050

年の１次エネルギー消費量は2010年から倍増し、価格が上昇することが予想される。 

地域別の内訳を見ると、１次エネルギー消費量の増加分の大半はアジア・アフリカ・中東を

中心とした非ＯＥＣＤ諸国が占める。また、エネルギー源別では、化石燃料中心の状況が今

後も続くことが予想されるが、今後50年程度の期間では石油資源の枯渇そのものは起こりそ

うにないと考えられる。 

 エネルギー起源のＣＯ2 排出量は、今後アジアを中心とした途上国で伸び続け、2050年に

は世界全体で496億トンと現在の2.1倍に達する。地域別には、石炭火力への依存度が高い中

国やインドなどその他アジアで急増する。そのため、世界のＣＯ2 排出に占めるアジアの割

合は現在の40％から、2050年には50％を超過する。 

 これに端を発する世界規模で進む気候変動は、2050年では、現在と比較して全世界の平均

気温上昇幅は約２℃となる。高緯度帯での温度上昇が高く、グリーンランドなどで４℃以上

上昇している地点が見られるようになる。また、ブラジルにおいてもアマゾンの周辺で気温

が２～３℃程度上昇する。日本をはじめとした温帯地域での温度上昇は２℃程度である。 

 この温暖化は、農産物生産に対して、ＣＯ2 の濃度上昇による収量増加というプラス面が

ある一方、気温上昇や異常気象により、農地面積の減少、生産量の変動などの影響を及ぼす

ことが懸念される。 

 また、COP21で気温上昇幅を２℃未満とする新しい枠組みに合意したこともあり、先進国

だけでなく、これから経済発展する途上国も含めて、今世紀末にはＣＯ2 を出さない世界を

作っていく目標に向け、各国の責任ある対応が急務となる。 

 

 

 
 

 

 

  

図３-５ 世界のＣＯ2 排出量 

（参考資料：日本エネルギー経済研究所「アジア/世界エネルギーアウトルック 2013」） 
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 国際的な食料需給は、途上国の経済発展、地球規模の気候変動の影響などの構造的な要因

を背景として、昨今では逼迫傾向にある。 

 2050年に90億を超える人口の食料需要を賄うには、食料生産量を2000年比で1.6倍に引き

上げる必要がある。途上国における需要量は、人口増加と経済発展を背景に2000年の10億ト

ンから2050年には21億トンと2.1倍に増大し、世界の食料需要に占める割合も23％から31％

まで増加する。 

 一方、生産面では、「各国において現行の経済政策・農業政策が継続」し、「農業生産面

において生産性の向上と技術進歩が継続」することを前提に、2050年の世界の食料生産量は

69億トンに達する。2000年の45億トンに対して1.6倍に増加し人口増加をカバーするが、途

上国における食生活の変化によっては、需要量が生産量を上回る懸念はある。 

 また、農産物は生産量に占める貿易量（輸出量）の割合が鉱工業品に比べて低く、輸出国

も特定の国に限られている。前述の前提条件が崩れ、食料需給の逼迫や食料価格が高騰した

場合は、輸出国は自国内の食料安定供給を優先させる。そのため、長期的には、エネルギー

資源、地球温暖化、人口増加、経済成長などの様々な自然・社会環境などの要素が食料需給

を逼迫させる可能性があり、これら変動要因を回避する術が必要となる。 

 

 

 

 

 灌漑設備の整備や化学肥料・農薬を多用した農産物の生産は、人口増加や経済成長などに

伴い増大する食料需要に追従し、生産量を大きく伸ばしてきた。しかし、この農業の発展を

支えた技術をそのまま使い続けると、灌漑に使う地下水の水位低下や汚染、化学肥料や農薬

の多用による土壌の疲弊や汚濁などを引き起こし、将来の環境問題につながる。 

 水に関しては食料生産の増加に伴い、世界の水使用量の７割を占める農業用水の需要が高

まり、水不足問題が深刻化する。食料の６割を輸入に頼る日本にとって、世界の水不足問題

は他人事ではなく、この状況が今後も続くことを認識する必要がある。 

 一方、2050年の日本の食料生産量は、「平成２３年度世界食料需給動向等総合調査・分析

図３-６ 世界の食料生産量 

（参考資料：農林水産省「平成２３年度世界食料需給動向等総合調査」） 



- 17 - 
 

関係業務」 (平成２４年農林水産省)によれば、穀物で2000年比100％、油糧種子が134％、

その他農産物が100％、畜産物が165％となる。需要量は、穀物で2000年比114％、油糧種子

が90％、その他農産物が86％、畜産物が86％となり、人口減に伴って穀物を除き減少する。 

 

【植物油の需給】 

 「2024年における世界の食料需給見通し」(農林水産政策研究所) によると、植物油の消

費は、アフリカでは人口増加による消費量が増加し、アジア・中東では、経済成長に伴って

１人当たり消費量が増加する。一方、生産量の伸びは中東・アフリカともに極めて限られて

おり、アジアも消費量の伸びに見合う増加は難しく、2024年における輸入量は、いずれの地

域も増加する。アジアでは、中国における１人当たり消費量の増加が、経済の減速感がみら

れる中でも継続し、輸入量は大きく増加することが見込まれる。また、アジア地域では中国

以外の国々も消費量の増加が見込まれる。欧州では菜種などの植物油脂の生産量を増やし、

輸出量を増加させることが見込まれる。また、中南米、北米では、国内需要の増加を上回る

生産量の増加により、2024年における輸出量はそれぞれ増加する。 

 すなわち、北米・中南米・欧州が輸出地域で、アジア・中東・アフリカが輸入地域とな

る。 

 

 植物油の2024年予測において、世界全体では生産量と消費量は均衡するものの、2050年の

植物油の消費量は、食料の増加と同様に1.6倍程度となることが見込まれる。 

しかし、市場に流通する植物油には限りがあるため、前述の背景から調達のための競争は 

2050年に向けてさらに熱を帯びて来ると思われる。 

 

 

 

 

 

表３-２ 植物油に関する地域別予測結果 

（参考資料：農林水産省「2024 年における世界の食糧需給見通し」） 
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【経済問題】 

 世界全体のＧＤＰは、2050年には2000年比3.8倍に達する。 

2050年の地域別ＧＤＰをみるとアジアが45.7兆ドル、占有率では41％と北米・欧州を抜き一

番の経済ブロックとなる。また、アフリカについては、2000年と比較するとＧＤＰが12.4倍

と急速に伸びており、2000年に２％だった占有率が７％に達する。 

一方、北米・欧州は2000年時点にそれぞれ30％、35％だった占有率が16％、20％へと下がる。 

 日本はどうだろうか。 

 人口減少と高齢化によって、2030年代以降の日本経済は恒常的なマイナス成長となる恐れ

があり、世界ＧＤＰランキングでは、中国、米国、インドという順で、生産性上昇率を平均

並みに維持できたとしても日本は世界第４位になる。 

 ＧＤＰの規模は中国・米国の１/６、インドの１/３以下の規模となり、順位も下げるが存

在感も著しく低下する。加えて、財政危機が生じればマイナス成長になる時期が早まり、

2050年のＧＤＰ規模は10位近くまで落ち込み、今のような経済大国とは呼べなくなる。 

 

【2050年・油脂業界を取り巻く環境】 

 前述の予測の通り、2050年の日本の油脂業界は多くの課題に直面していると想定される。 

 

(1) 世界の人口増加と途上国の経済発展にともなう生活レベルの向上により、植物油脂に

対する世界的な需要は増加する。 

(2) 日本の人口減に伴い需要量は減少するものの、植物油脂を輸入に全面的に頼っている。 

(3) アメリカやブラジルでは、植物油脂の需要は増えるが生産量がそれを上回り輸出国と

なる。一方、中国は需要が生産を大幅に上回るので、日本の油脂調達における競合相手

になる。 

(4) 人口増加に伴い、植物油脂の食料への用途が増えること以外に価格高騰リスクがある。 

① 途上国の経済成長に伴い、地下水の枯渇、水質汚染が発生し、農業用水が不足する

ことで、植物油脂の生産量が増えない。 

② 地球温暖化の加速により異常気象が発生しやすくなり、干ばつ・洪水などで生産量

が減少する。 

③ バイオ燃料市場の伸長により、工業用への植物油脂の供給が減少する。 

 

 日本の油脂業界は、より効率的で持続可能な植物油脂の生産方法を開発していかなければ、

2050年に油脂業界を取り巻く環境はさらに厳しさを増す。 
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３-４ 課題解決の可能性 

３-４-１ 日本の油脂原料調達とＣＳＲ経営上の課題 

 現状では、単位面積当たりの収量が他の植物油脂と比較して圧倒的に高いパーム油の生産

量が急増しており、2006 年以降は大豆油を抜いて最大生産量となっている。価格面におい

ても、パーム油は他の植物油脂よりも安いため、日本の油脂産業も輸入パーム油に大きく依

存している。 

 しかし、パーム油生産は、熱帯雨林を切り開いて行なわれる場合が多く、地球温暖化の原

因、生物多様性の消失、地元住民の権利侵害、農薬による土壌や河川の汚染、労働問題とい

ったさまざまな問題点が指摘されている。 

 これらを懸念する声が世界的に高まったことを受けて、ＷＷＦ、ユニリーバなどの欧米企

業、マレーシアパーム油協会などにより、ＲＳＰＯが 2004 年に設立された。ＲＳＰＯは持

続可能なパーム油生産のための「原則と基準」に基づき、持続可能なパーム油を認証してい

るが、近年は認証生産地の伸びが以前ほど大きくなく、また、認証油はパーム油全体の 

21％である。 

 
 前述のように 2050 年において植物油脂は人口増に伴い需要が増えるが、気候変動による

凶作や水資源の枯渇が深刻化し、生産量が不足するリスクがある。持続可能なパーム油を増

やす努力をするとともに、新たな持続可能な油脂の生産が望まれるところである。 

 本研究会では、油脂産業におけるＣＳＲ経営上の課題として、「持続可能な油脂原料調

達」を取り上げ、持続可能な新たな油脂の生産を課題解決の手段として検討する。 

 

 

        

 

 

 

 
      

  

図３-７ ＲＳＰＯ認証油の生産地面積

（出所：RSPO ホームページより） 
図３-８ 世界全体のパーム油に

占めるＲＳＰＯ認証油の比率 

（出所：RSPOホームページより）
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３-４-２ 新たな油脂生産方法 

 新たな油脂の生産として以下の方法がある。 

 
①水耕栽培 

近年、植物工場での水耕栽培が注目されており、大企業の市場参入が増えてきている。

水耕栽培は、土を使わず「水で栽培をする方法」である。水耕栽培では、野菜だけでなく、

果物や花など、さまざまな種類の植物を衛生的かつ、簡単に育てることが可能である。 

 
②微細藻類の活用 

藻類は水と二酸化炭素から太陽エネルギーにより炭水化物を作る際に酸素発生型光合成

を行う主に水中で生息する生物であり、大きさが 10～30μｍ程度の微細藻類は数万種い

るといわれている。微細藻類の中には、細胞内にハイドロカーボン、リン脂質、トリグリ

セリドなどのオイルを多く蓄積するものが知られている。 

 
③油糧植物の品種改良  

植物の品種改良には交配、種間交雑、細胞融合（プロトプラスト融合など）、形質転換（遺

伝子組み換えなど）が挙げられる。 

近年では、遺伝子組み換えが盛んに行われており、短期間で確実に改良できる手段とし

て利用されている。害虫抵抗性や除草剤耐性を狙った多くの遺伝子組み換え作物が開発さ

れており、収量増加につながっている。 

 

 
 新たな油脂の生産には、地球温暖化の原因や生物多様性の消失に繋がる森林伐採による耕

作地の開発は避けなければならない。そのためには限られた耕作地で従来よりも効率よく多

くの油脂を生産することが必須となる。また、気候変動の影響を避け、安定して生産できる

ことも肝要である。さらには水資源も限られていることから、農薬による水質汚染が少ない

こと、より少ない農業用水で生産できることが求められる。当然のこととして、新たな油脂

の生産は、労働問題や人権に配慮したものでなければならない。 

 それらを考慮すると、新たな油脂の生産方法は、水耕栽培が最も適している。 
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第４章 持続可能な油脂原料の調達 
 

 前章で述べた通り、我々が利用している油脂原料は、化石資源と違い、本質的に持続可能

といえるが、将来的な安定供給は約束されていない。ＣＳＲの観点から「より良い社会をつ

くって行くために、どのような貢献ができるのか」を油脂産業界全体として考え、行動して

いくことが求められている。 

 

４-１ 国産油脂の必要性 

 植物油脂の中でパーム油は、非常に安く、大量に、安定的に生産されるため、その需要は

増加の一途をたどっている。特に、人口が多い中国やインドが経済発展することで需要が増

加する。 

 2014 年 11 月に公開されたＲＳＰＯの「Impact Report 2014」によると、環境面や社会面

に配慮して生産された認証油はパーム油全体の２割であるが、需要としてはその半分しかな

い。しかし、多くの企業が認証パーム油に切り替えると宣言していることから、今後、需給

の差が縮まると考えられ、さらには、認証油の争奪が始まることが想定できる。 

 

 国内で流通する油脂の多くが輸入に頼っており、国産の植物油脂は７万トン弱で、国産比

率は約４％である。（表４－１） 

 油脂業界は、海外の油糧植物の栽培において深刻化している生態系破壊、原産地や加工工

場での人権侵害などの課題解決に取り組んでいくと同時に、今後、国内で油糧植物の栽培を

増やしていくことが必要になるとの考えに至った。 

 

表４-１ 国産油糧植物を用いた油脂生産量 

（出所：農林水産省「月別油糧生産実績」より抜粋し、作成） 

          （単位:トン/年） 

 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 

大 豆 121 65 67 84 102 

菜種、からし 510 249 323 339 444 

米ぬか 60,960 68,775 63,853 64,241 63,873 

落花生 344 359 341 309 311 

その他 13 2 7 12 12 

国産計 61,948 69,450 64,591 64,985 64,742 

輸入原料に 

よる油脂 
1,597,150 1,567,295 1,576,093 1,559,140 1,598,867 

国内比率 3.9% 4.4% 4.1% 4.2% 4.0%
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４-２ 油糧植物を国内生産するときの問題 

 日本国内では、パームや大豆などの油糧植物の多くが、輸入に依存せざるを得ない状況に

あるが、これは、国土条件などの制約によるものを主因として、さらに次の要因があげられ

る。 

ヒト： 作業者がいないこと 

・農家戸数は年々減少傾向にあり、農業従事者の平均年齢が 65 歳以上で

あること。 

モノ： 土地が無い、収量がすくない・安定しない（気候変動）、機械がないこと 

・耕地面積が減少しているのに対し、耕作放棄地が増加していること。 

カネ： 生産コストが高い、所得が低い、価格が不安定であること。 

 

 

 これらの要因を鑑みると露地栽培での生産は困難であり、以下の点に着目し、植物工場に

よる国内での油糧植物の生産を研究することとした。 

 

① 屋内施設で野菜を育てる「植物工場」ビジネスへの企業の参入が相次ぎ、食品メーカ

ーや外食チェーンなども植物工場の運営に興味を示していること。 

  レタスなど葉菜類を水耕栽培できる植物工場などの数が増加していること。 

② 水耕栽培による植物工場は、40 年にわたって技術革新が進んでいること。 

  特に最近、 ＩＴと農業の融合が進んでいること。 

 

  

図４-１ 植物工場を展開する主な企業 

(出所：「日本経済新聞」2014 年 2 月 6 日朝

刊) 

図４-２ 植物工場の件数推移 

（出所：日本施設園芸協会 

「大規模施設園芸・植物工場 実態調査・

事例集」より作成） 
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第５章 新しい油脂生産  水耕栽培 

 

５-１ 次世代農業として注目を集める水耕栽培 

 水耕栽培が本格的に植物工場として活用されたのは、第二次世界大戦中にアメリカが南方

の基地にこれを建設し、さらに戦後日本に米軍が駐留したとき、東京都調布市と滋賀県大津

市で野菜の自給を始めたのが最初とされている。この頃の日本の農業は、家畜や人のふん尿

を肥料として主に使っていたので、米軍が衛生上から化学肥料を使った水耕栽培の工場を建

設したとされ、その技術が日本の農業に定着した。 

 

 日本の植物工場では、光源としてＬＥＤ、蛍光灯などの人工光を使った人工型制御方式と

太陽光を併用しているところがある。また栽培方式でも、水耕、噴霧、固形培地など色々な

方法が採用されている。 

植物工場は、用途や市場に対応した技術開発が活発化しており、省エネルギーシステムやコ

スト削減に関する周辺技術を取り込みながら市場を拡大させている。 

 

 日本の植物工場では、トマトやレタスなどの葉菜類や、エノキタケなどのキノコ類、そし

てバラなどの種苗類作りが進められているが、まだ採算性では厳しい状況にある。 

しかし、環境問題として食の安全、地産地消が注目され、天候に左右されない環境で、栽培

条件を人工制御し、農産物を無農薬で安定供給できるため、国を挙げて植物工場の普及活動

が進められている。 

また 2009 年から農林水産省と経済産業省が共同で「農商工連携研究会植物工場ワーキング

グループ」を設置し、参入促進のための補助金制度が設けられた。 

 

 農業への異業種参入が活況を呈するとともに、次世代農業への期待が国内外で高まってい

るなか、植物工場で生産した野菜は、既に多く出荷されている。年間を通じ野菜や果物を安

定的に生産できる植物工場は、今後さらに注目される農業技術であろう。 

 

 

 

 

 



- 24 - 
 

５-２ 水耕栽培のメリット 

 露地栽培の場合は、野菜を育てるのに広い土地が必要となるが、水耕栽培の場合はこれを

必要とせず、工場のような建物の中での生産が可能となる。 

 

 水耕栽培は、温度・湿度・光・栄養などを制御できるため、植物の生育に最適な環境が維

持でき、成長を早くすることができる。露地栽培よりも出荷までの期間が短く、年間 10 回

以上収穫することも可能となる。例えばレタス類では、露地栽培の１〜３回の収穫に対し

て、水耕栽培では 12 回以上収穫できるといわれている。また、養液で野菜・植物を栽培す

るため、露地栽培と違って連作による障害がない。閉鎖された空間での栽培であるので病原

菌や害虫の心配も無用である。 

 

 制御した環境下で行う水耕栽培は、猛暑・冷夏・暖冬・台風・霜・日照不足などの自然災

害による被害の心配がない。年間を通じて同等の品質の野菜・植物を安定供給することがで

きる。また、栽培ノウハウを身につけＩＴ技術を利用することで、多様な植物の栽培も行う

ことができる。 

 

 天候条件によって作業を左右されることがなく、大きな負担となる土づくりの必要もな

い。栽培管理や作業をマニュアル化や自動化することで、植物栽培の経験がなくても作業に

従事できる。従来の栽培と比べると労働環境が厳しくないので高齢者など、新たな雇用の創

出も見込める。 

 

 その他以下のようなメリットがある。 

 

 水をリサイクルすることで使用量を大幅に削減できる。 

 移植・収穫の機械やロボットを導入しやすい。 

 農薬を使わずに済み、安全性が高い。 
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５-３-１ なたね油について 

 なたね油とは、主にセイヨウアブラナから採取した植物油脂の一種で、食用および食品加

工用に使われる。 

 全世界における植物油脂の生産量は、パーム油・大豆油・なたね油・ひまわり油の順で３

番目となっている。 

 日本では、江戸時代に行灯が普及し、照明用の油として使用された。天ぷらに使うと独特

の風味があり、食用油の全生産量の６割を占めている。 

 

 

   
    
 

菜種は、1930 年（昭和５年）から組織的な育種が開始され、現在まで多数の品種が登録

されている。過剰摂取すると心臓疾患が心配されるエルカ酸を含まない食用品種は、次の

通りである。 

 寒地・寒冷地向き： 「キザキノナタネ」、「キタノキラメキ」 

 寒冷地南部   ： 「キラリボシ」、「アサカノナタネ」 

 温 暖 地   ： 「ななしきぶ」 

 暖 地   ： 「ななはるか」 

 

また厳密には、なたね油と同じものではないが、なたね油の品種改良によってエルカ酸

とグルコシノレートを含まないキャノーラ品種から採油されたものがキャノーラ油である。
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５-３-２ 菜種の育成サイクル 

 菜種は、寒い地域では３～４月蒔きで６月ごろに開花させる。温暖地と暖地では、春から

秋にかけて主作物を作り、９～１０月蒔きで１２～４月ごろに開花させる。 

 

 植物工場では、一般的に露地栽培に比べて栽培期間を短縮できる。ＬＥＤなどの人工光と

温度管理によって、通年栽培や栽培期間の短縮が可能となり、年 10 回の収穫が可能となる

と考える。生育環境や品種の特性などを考慮しながら、栽培に適したＬＥＤ光源の波長選

択、配置などのノウハウの蓄積、品種改良などが今後の課題となる。 

 

 

 

 
図５-１ 菜種の蒔どきと開花期 

 

 

 

図５-２ 植物工場と露地栽培の収穫イメージ 
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５-４ Ｍ式水耕研究所の事業例 

 株式会社Ｍ式水耕研究所は 1971 年の設立から約 45 年にわたり、水耕栽培プラントメーカ

ーとして機器提供に留まらず、栽培品目の拡大や栽培法の確立などに尽力してきた水耕栽培

のパイオニアである。 

 

 Ｍ式植物工場の特徴の一つは 60ｃｍ×90ｃｍの発泡スチロール板。この板には、作物の育

つ大きさに応じて 12 個ないしは 18 個の穴が開けられ、そこに苗が植えられる。この板を縦

長のプール状の水耕ベッドの一番手前に浮かべる。少し成長した後、水耕ベッドの手前から

新たな板を浮かべる。これを繰り返すことで、一番若いものが手前側に、向こう側に行くに

従って成長したものが並ぶ、という「ベルトコンベア」のようなイメージで作物ができ上が

っていく。 

 

 Ｍ式植物工場の特長は以下の通りである。 

・シンプル設計で経済性に優れている。 

・多段式ベッド・蛍光灯光源採用で、面積効率・容積効率が高い。 

・栽培パネルが手動で移動できるので、駆動装置が不要である。 

・栽培品目変更の自由度が高い。栽培パネルへの植付け株数の変更が自由である。 

・安定した培養液管理ができる。 

・無農薬・低細菌の葉菜生産ができる。 

・ＩＴ技術で、安定した生産管理ができる。 

 

 

図５-３ Ｍ式植物工場イメージ図（出所：(株)Ｍ式水耕研究所ホームページより） 

 

 2005 年２月に、大手人材派遣会社の株式会社パソナが東京・大手町の本社地下２階にオ

ープンし、当時の小泉首相も訪れたことで大きな話題となった地下農場「PASONA O2」（現在

は、大手町パソナビル）。そこに導入されているのも、同社の植物工場である。 

 

また、2010 年７月に植物工場併設型店舗を東京・丸ビル地下 1 階にオープンしたサンドイッ

チファストフードの「サブウェイ」。この店舗の最大の特徴は、店舗中央に設置された植物工

場。水耕栽培で無農薬のレタスを栽培しており、この設備も同社のものである。  
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５-５ なたね油の原価試算 

 植物工場で栽培した菜種からなたね油を生産した場合の原価試算にあたり、商業的に成功

しているリーフレタスの事例を参考とした。 

 

表５-２ なたね油の原価試算 

工場の栽培室面積 1,470 ㎡

菜種の収穫回数 10 回／年

生産量（菜の花の単収） 130ｔ／年

搾 油 効 率 25％

年間搾油量 … ① 33ｔ／年

運 営 費 用 … ② 

（種苗・肥料などの原料費、水道・電力費、人件費、償却費、営繕費） 

4,000 万円／年

なたね油の原価 ②/① 1,243 円／ｋｇ

 

 上記試算での植物工場で生産した場合のなたね油の原価は、1,243 円／ｋｇとなった。国

産なたね油相場（200～220 円／ｋｇ）や輸入なたね油相場（100 円／ｋｇ）には遠く及ば

ず、「圧搾一番搾り」と謳われるような高付加価値品でも 1,000 円／ｋｇである。 

 

 リーフレタスの場合は、露地栽培と比べ植物工場で生産すると歩留まりが高く、洗浄コス

トが軽減されるなどのコストメリットが大きい。しかし、なたね油は、露地栽培と比べ、運

営費用の割高が吸収されず、抜本的なコスト削減が必要である。 

なお、ここでは触れていない植物工場の初期コストは、空き工場や空き倉庫などの既存建物

の利用有無や、完全閉鎖型、太陽光利用型など植物工場の種別によっても 6,000 万円～２億

円と大きな差があり、さらなる価格差要因となりえる。 

 

 
図５-４ なたね油の原価試算における運営費用の内訳 
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第６章 水耕栽培システムの構築 

 

 前章で述べた「植物工場を活用したなたね油生産」は、海外の天然油脂の需給や天候・災

害などの影響を受けにくく、かつ広大な土地が不要で国土の狭い日本でも生産が可能な点か

ら、メリットは大きい。将来的には、野菜や花の植物工場が普及するに伴って工場の設備コ

ストが下がることが期待できる。また、海外からの油脂調達が将来、困難になることを想定

し、リスクマネジメントの観点からも油脂産業界として備えが必要である。 

 植物工場や菜種栽培に関する技術や技能は、現在の油脂産業界には殆どないため、油脂産

業界だけでコストを大幅に下げることは困難である。従って本研究会では、以下の３つの課

題を設定し、その解決に向けて産官学が協働する「水耕栽培システム」を提案する。 

 

表６-１ 植物工場を活用したなたね油生産のための課題と解決策 

 課 題 解 決 策 

1 設備・インフラコストの低減 「官」による補助金の活用 

2 高付加価値市場の創出 「産」による国産なたね油の付加価値構築 

3 収量アップによる生産性の向上 「学」による菜種の品種改良 

 

６-１ 補助金の活用 

 今回の提案の主目的は、油脂原料の安定調達であるが、利益を生み出すのが難しい。工場

建設時の初期投資やエネルギー費用は、事業者の大きな負担となる。従って、政府や自治体

からの補助金を活用することが有効である。 

 政府は植物工場を、「日本の農業と商工業が提携する新しい分野」として位置づけ、拡

大・普及をめざして積極的に取り組んでいる。例えば、2009 年に経産省と農水省が共同で

立ち上げた「農商工連携研究会植物工場ワーキンググループ」の植物工場への補助金支援。 

この補助金設立の目的は、 

 ①天候に左右されない栽培環境の確立と人工制御 

 ②農産物の無農薬かつ、安定供給の模索 

であることから、本提案の趣旨と一致する。 

また、関連法案として「農商工連携促進法」と「企業立地促進法改正法」の施行がある。 

 2014 年度には「グローバル農商工連携推進事業」に関係する補助事業者の募集があっ

た。本事業の目的は、「地域経済の活性化をめざし、商工業と農業のノウハウを組み合わせ

た産業を成長させること」であり、「先端技術活用システム実証事業」と「ブランド構築実

証事業」の２つを事業内容に対して必要な補助金を支給している。 

 

表６-２ その他の植物工場に活用可能な各省庁の補助金の例 

担 当 省 庁 項 目 

農林水産省 

次世代施設園芸導入加速化支援事業 

強い農業づくり交付金 

農山漁村活性化プロジェクト交付金 

総務省 地域経済循環創造事業交付金 

厚生労働省 戦略産業雇用創造プロジェクト 
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６-２ 国産なたね油による付加価値構築 

 今回の提案は、日本で油脂原料を製造し、油脂製品に活用するという新しい試みである。

これまでの海外からの調達では限界があったトレーサビリティの確保や農薬使用量の削減に

加えて、国内の農業活性化や地産地消による地方創生など、わが国の持続的な発展に貢献す

ることができる。従って、国産原料の活用により油脂製品の付加価値を高めることで、需要

を喚起し、事業の拡大に繋げることが期待できる。 

 

６-２-１ トレーサビリティの確保 

 万一事故が発生した場合の原因究明や消費者への情報提供に必要なトレーサビリティの確

保は、油脂製品の安全性を守る企業の責務として重要な要素である。さらには、種子開発、

直接栽培により一貫して管理された安全・安心な非遺伝子組み換えのなたね油の販売など、

さまざまな油脂製品の高付加価値化が期待できる。 

 

 

図６-１ なたね油生産における種蒔きから搾油までの工程 

 

６-２-２ 農薬使用量の削減 

 無農薬、減農薬は安全・安心であるとともに、自然環境に対する農薬の影響を低減できる

ことから付加価値が高い。一方、露地栽培では作業が煩雑であり、病気や害虫の影響を受け

やすいなどのデメリットもある。 

 しかし、今回の提案である植物工場での水耕栽培は、水に肥料を溶かした液で菜種を育て

る栽培方法で、土を使う必要がない。また、外部から隔離された環境での栽培であるので、

外部環境の影響を受けにくい。従って、害虫などの被害が少なく、農薬の使用を大幅に削減

することができる。菜種の生育に必要な光は、隔離した環境を維持しながら太陽光を取り入

れる仕組みや、ＬＥＤ照明の活用により確保することができる。取水量や排水量についても

露地栽培と比べて大幅に削減できることから、取水や排水による周辺の自然環境への影響を

抑制することができる。 
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６-２-３ 認証制度の設立 

 油脂原料を国内で水耕栽培によって生産することで得られるさまざまな特長は、従来の海

外由来原料にはない差別化ポイントとなる。油脂製品を通じてこれを生活者に訴求すること

で、新しい価値を創造することができる。このためには認証制度をつくり、生活者が本制度

に沿った油脂製品を店頭で識別することを可能にする必要がある。現在、いくつか国際的な

認証制度がある。油脂製品に活用できる代表的なものとしては、ＲＳＰＯや、ＲＴＲＳ（責

任ある大豆のための円卓会議）によって運営される認証制度がある。 

 

 

 

 

図６-２ 農業・漁業・林業分野におけるさまざまな認証制度 
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 当研究会では、「水耕栽培による国産なたね油に関する規格」を制定すること、また、登

録認証制度の設定を提案したい。 

 「100％国産であること」、「生産者がわかること」、「社会・環境に配慮した製品であるこ

と」、「消費者に対して安全・安心であること」を基本的な考え方として設定した規格に対し

て、認証機関「ＳＯＦＯ（Sustainable Oil and Fat Organization）」が、原材料、生産工

程、品質管理などを審査し、規格に適合したなたね油を認証する。そして認証されたなたね

油やそのなたね油を使用して製造された油脂製品には、製品パッケージなどに認証マークを

示し、消費者にＳＯＦＯ認証なたね油を使用した製品であることがわかるようにする。 

 

 

図６－３ 認証マークとそれを示した製品の例 

 

 認証機関は、菜種生産者や製造業者の申請に基づき、対象となる油脂について調査し認証

する。生産者には油脂の生産方法が規格に合致するか、製造業者には、認証油脂が他の油脂

と区別して管理されているか、製造・充填工程での混入はないかなどの調査を実施したのち

認証する。認証製品は、小売業者を通じて消費者に販売される。消費者は付加価値の高い認

証製品を購入することで、安全や安心および環境・社会の課題解決への貢献などに対して満

足感を得る。現在でも、国産の食品や化粧品に対して、消費者が信頼し価格が高くても買う

という行動は見られるが、第３章で述べた、食料不足や環境問題が生活に大きく影響する未

来の生活環境では、消費者の国産品に対する信頼は、現在とは比較にならないほど高いと予

想できる。 

  

図６－４ 認証をめぐる各セクターの役割 
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６-３ 菜種の品種改良 

 今回の提案はコストが高いことが問題点であり、前述した設備・エネルギーコストの低減

だけでなく、なたね油の収量アップなどの生産性の向上によるコストダウンが必要である。 

水耕栽培は露地栽培と比べて、日照時間や温度などの生育環境や、肥料の種類や量などのコ

ントロールが可能であり、病虫害が発生しにくい環境で栽培されることから、品種改良の余

地が大きい。特に植物工場においては、ＩＴ技術の導入による集中管理ができることから、

多くの人手をかけることなく、生育日、生育株ごとに個別に最適な生育条件を設定できる。

短期間で育ちかつ油脂量の多い品種を開発することでコストダウンが可能になる。また、現

在のＣ16・Ｃ18 の高鎖長脂肪酸分が主体の品種だけでなくＣ12 の中鎖長脂肪酸分が多い品種

を開発することで、幅広い油脂製品に利用することが可能になる。 

かつて日本では菜種が生産されていた。安価なカナダやオーストラリアからの輸入品の攻

勢で、現在は国産なたね油の生産量は約 400ｔ／年と少量で、日本で消費されるなたね油全

体の１％にも満たない。このため、菜種の品種改良は、国立研究開発法人「農業・食品産業

技術総合研究機構」以外ではほとんど行われていない。研究機関との協同で、目的に沿った

品質を確保することが重要である。 

また、最適な肥料の開発も生産性の向上に寄与する。生育速度を早くすることだけでなく、

種子の大きさや種子中の油脂量など、肥料が生産性の向上に貢献する要因は多い。 

 

６-４ システムの構築と運営 

 本章では産官学が協働する「水耕栽培システム」を説明してきた。さらに本システムを運

営するにあたっては、産官学のさまざまな連携が必要となる。政府や地方自治体の役割は、

前述した補助金だけでなく、各セクターが連携して取り組むための法律の立案や改定、植物

工場を立地するための遊休農地の確保などがある。農業大学や試験場などの研究機関におい

ては、品種改良だけでなく、技能者の教育などの持続可能ななたね油を効果的かつ効率的に

生産するための人材育成が重要である。企業においては、植物工場の運営、一般消費材とし

ての販売、新製品開発など、本システムに投資して利益を拡大するための施策が重要であ

る。 

 本システムの中心的な組織を、油脂産業界の中に設立することを提案する。この組織は、

システム全体の構築と運営、認証機関の設立、認証に関する消費者への広報活動などを行

う。今回の課題は油脂産業全体に関わることであり、油脂工業会館がその役割を果たすこと

もできるであろう。 
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第７章 おわりに 

 

 本研究会では、ＣＳＲ経営の視点から、取り組むべき重要課題を「持続可能な油脂原料の

調達」と設定し、現段階で野菜や花の栽培を通じて技術革新が進んでいる｢植物工場｣を活用

し、産官学の連携による植物油脂の日本国内での生産に関する可能性を検討してきた。 

この結果、産官学の連携と独自の研究が必要であることを示した。 

 

 

図７-１ 産官学が連携した水耕栽培システム 

 

 これまでなたね油を植物工場で栽培した事例がないため、今回の研究では想定に基づいた

不明な点が多くある。しかし植物工場の場合は、化学製品と同様、パイロットプラントによ

り生産条件の最適化が可能である。さらに製造プロセスに対しても、化学工場と同様、ＩＴ

技術による集中管理が可能であり、労働集約型の産業である農業とは異なる。その意味では、

植物工場による油脂生産は農業ではなく工業であり、６次産業化の対象として油脂産業にと

っては検討を進めやすい内容であると考えられる。 

  世界的な油脂原料の需要増と供給の限界が予想される中、本研究で取り上げた植物工場に

限らず、さまざまな油脂原料の生産技術の進化により、さまざまなセクターとの連携を通じ

た先端技術への先行投資を進め、実現に繋げることを期待する。日本の油脂産業が、50 年、

100 年後になっても、日本国内はもとより、世界の市民の衛生的で健康な生活の維持・向上に

貢献し、社会的責任を果し続けることを願ってやまない。 
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 植物工場に関する全般的な情報を提供していただいた「株式会社Ｍ式水耕研究所」の村井

邦大様、工場システム設計に関する情報を提供していただいた「三進金属工業株式会社」の

島津海舟様、太陽光導入システムに関する情報を提供していただいた「鋼鈑商事株式会社」

の松本真一良様に、この場をお借りして深く御礼申し上げます。 
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